
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加のおすすめ  

 2024 年 12 月 26 日に労働政策審議会が「女性活躍のさらなる推進及び

職場におけるハラスメント対策の強化について」を内容とする建議を行っ

たことを受けて、2025 年 6 月 4 日に労働施策総合推進法及び女性活躍推進

法が改正されました。  

改正後 1 年 6 か月以内に施行予定ですが、カスタマーハラスメント対策

の義務化、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策の義務化、女性

活躍推進法の有効期限の延長、さらなる情報開示義務の拡大、プラチナえ

るぼし認定の要件拡大等と幅広い内容が含まれており、企業の取組が求め

られます。特に、カスタマーハラスメント対策については、法改正前から

ガイドライン等が明らかにされており、重大な事件も報道されています。

企業の人権に対する取り組みとしても、重要な課題となっています。  

日本経済新聞がまとめた「 2022 年企業が選ぶ  活躍した弁護士」ラン

キングで、労務部門の全国第１位となった木下潮音弁護士が最新の情報に

基づいて、企業が具体的に取り組む対策を分かり易く解説いたします。 
 

講  座  内  容  

１  法改正までの議論の概要  

２  労働施策総合推進法改正の内容  

３  女性活躍推進法改正の内容  

４  ビジネスと人権の考え方  

５  多様な労働者が働くことが可能となることによって実現すること 

６  その他  

 
 

 

富山経協講座のご案内      労働法実務講座（第２回）  
 

会場 +オンライン Live 併用開催  

「2025 年 6 月改正労働施策総合推進法・
女性活躍推進法のポイント」 

～女性活躍のさらなる推進及び職場におけるハラスメント対策の強化～ 

２０２５年９月１１日（木）１３：３０～１６：００  

一般社団法人 富山県経営者協会／人事・労務政策委員会  



 

 

 

１．  開 催 日 ２０２５年９月１１日（木）１３ :３０～１６ :００  

 
２．  受 講 料 会   員  １名   ７，７００円（税込み）  

会員外  １名  ２３，１００円（   〃 ）  

※受講形式 (会場・オンライン )によらず同額  

※受講月の翌月初旬にまとめて、総務・経理担当者宛に  

請求書を発行致します。  

 

キャンセルは、締切日まではＨＰよりお願い致します。締切日が過

ぎた場合はご連絡ください。  

締切日以降はキャンセル料を申し受けますので、予め  

ご了承下さい。（詳しくは、ホームページでご確認下さい）  

 

３．  締 切 日 ２０２５年９月３日（水）  
 

４．  定 員 会   場     ２０名 (先着順 ) 

オンライン   ２０名 (先着順 ) 
※ビデオ会議ツール Zoom を利用します。  
 

５．申込方法  ホームページからお申し込み下さい。  

https:/ /www.toyama-keikyo.jp/ 
 

６．納入方法  請求書が届きましたら銀行振込にてお願い致します。  
振込手数料は貴社にてご負担下さい。  
 

７．会   場   富山経協・研修室  

※富山駅北口から徒歩４分。公共交通機関をご利用ください。 
お車の場合は、会場周辺の有料駐車場をご利用ください。  
詳しくは当協会へお問合せください。  

 
８．お問合せ  一般社団法人  富山県経営者協会  

〒930-0856 富山市牛島新町５番５号  タワー111 ビル１階

TEL：０７６－４４１－９５８８  FAX：０７６－４４１－９９５２  

【担当】上田・小森・横井  

 

 

講  師  紹  介  
 

弁護士 木 下 潮 音 氏  第一芙蓉法律事務所  

・昭和 57 年  早稲田大学法学部卒  

・昭和 60 年  第一東京弁護士会登録  

・昭和 61 年  第一芙蓉法律事務所設立に参加  

・平成 10 年  経営法曹会議幹事  

・平成 16 年  第一東京弁護士会  副会長就任  

・平成 17 年  第一東京弁護士会  副会長退任  

・平成 25 年  東京工業大学副学長就任  

・令和 6 年  東京科学大学副理事就任  現在に至る  

経営法曹会議常任幹事  

開催要項  



労働法実務講座（第２回）受講申込書  

「2025 年 6 月改正労働施策総合推進法・ 
女性活躍推進法のポイント」 

～女性活躍のさらなる推進及び職場におけるハラスメント対策の強化～  
（９／１１開催・９／３〆切  ） (会場・オンライン )  

年   月   日  

下記の通り申し込みます。  

会 社 名   

住 所  
〒      ‐         

 

ご 連 絡 先  

 部 課  
 

 
担 当 者 名   

TEL 
 

 
FAX  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 
 

 
    

受講場所   受講者氏名  ふりがな  
所属部課  

・役職名  

  

年

齢  

 性   

別  

備考    E-mail 
※ U R L･ ﾊﾟ ｽﾜ -ﾄ ﾞを お 知

ら せ し ま す 。 (必 須 ) 

会場･ｵﾝﾗｲﾝ       

会場･ｵﾝﾗｲﾝ       

 

☆ホームページからのお申し込みをお願いいたします。  

ホームページからお申し込みいただくと、受付確認の返信が自動的に送られます。また、

お申込み済みの内容変更やキャンセルも可能となります。  

なお、ホームページからお申し込みいただく場合はマイページ登録が必要です。  

 

■会場参加者のみ開催日 1 週間前 (9/4 予定 )に参加証をメール送信いたします。  

当日、ご持参ください。  

■オンライン参加お申込みにあたって (必ずお読みください ) 

①オンライン参加者は開催日 1 週間前 (9/4 予定 )に Zoom の URL と ID パスワードを

受講者様 E-mail アドレスへ直接お送り致します。受講者様の E-mail アドレスは

必ず備考欄へご記入下さるようお願い致します。  

②セミナ－開催日 1 週間前 (9/3 予定 )にテキストを発送いたします。テキスト発

送後のキャンセルはお受けできませんので、あらかじめご了承下さい。  

③原則ＰＣでの実施を推奨しております。画面サイズのおおきいダブレットで あ

れば、問題なく実施できるかと思いますが、スマートフォン用の表示に切り替

わるレスポンシブ対応をしていないため、お勧めはいたしかねます。  
 

■ 個 人 情 報 の お 取 扱 い に つ い て  

お 申 込 書 に ご 記 入 い た だ い た 個 人 情 報 は 、 セ ミ ナ － 当 日 の ご 案 内 や 教 材 の 送 付 、 参 加 者 名 簿 の

作 成 等 、 セ ミ ナ － 運 営 の 際 に 使 用 す る 他 、 富 山 経 協 の ご 案 内 に 使 用 さ せ て い た だ き ま す 。  

ま た 、 本 人 様 の 同 意 を 得 る こ と な く 、 第 三 者 に 提 供 す る こ と は あ り ま せ ん 。  



「2025 年 6 月改正労働施策総合推進法・ 

女性活躍推進法のポイント」 
～女性活躍のさらなる推進及び職場におけるハラスメント対策の強化～ 

 

表記テーマに関する質問等がございましたら下記にご記入ください。  

当日、木下弁護士よりお答え致します。  

 

 

＜質   問   事   項＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月３日 (水 )までに、 FAX 076-441-9952 へお送りください。  

 


